
昭
和
五
十
年
五
月
十
五
日

四
:, 

日

四

日

市

市

議

会

臨

時

会

会

議

録

（
第

市

市

；

議

一
号
）

会



第
一
六

議
案
第
五
八
号
四
日
市
市
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

第

一

五

報

告

第

六
号
専
決
処
分
に
つ
い
て

第

一

四

報

告

第

五

号

専

決

処

分

に

つ

い

て

第
一
三

報

告

第

四

号

専

決

処

分

に

つ

い

て

第

議
案
第
五
七
号

監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

第

発
議
第
三
号
四
日
市
市
議
会
特
別
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

第
一

0

選
挙
第

六
号
北
努
公
設
地
方
卸
売
市
場
組
合
議
会
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て

第

九

選

挙

第

五

号

四

日

市

港

管

理

組

合

議

会

議

員

の

選

挙

に

つ

い

て

第

八

選

挙

第

四

号

四
日
市
、
菰
野
、
川
越
、
朝
日
地
区
衛
生
組
合
議
会
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て

第

七

選

挙

第

三

号

一
洒
伝
染
病
隔
離
病
舎
組
合
議
会
議
員
の
補
欠
選
挙
に
つ
い
て

第

＇ /‘ 

発
議
第

二
号
四
日
市
市
議
会
常
任
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

第

五

選

挙

第

二
号

第

四

選

挙

第

一
号

四
日
市
市
議
会
議
長
の
選
挙
に
つ
い
て

四
日
市
市
議
会
副
議
長
の
選
挙
に
つ
い
て

第

会
期
の
決
定
に
つ
い
て

第

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
に
つ
い
て

第

議
席
の
指
定
に
つ
い
て

昭
和
五
十
年
五
月
十
五
日
（
木
）

0
議

事

日

程

午
前
十
時
開
会

議
案
説
明
：
質
疑
、

討
論
、
議
決

議

決

議
案
説
明
：
質
疑
、

討
論
、
議
決
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0
出
席
議
員
（
四
十
三
名
）

日
程
第
一
六

議
案
第
五
八
号
四
日
市
市
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

小

発
議
第
三
号
四
日
市
市
議
会
特
別
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

粉 訓 JII 金

林

博

次

Jll 

茂

覇

也

男

喜

多

野

等

ロ

洋

森

正

加

藤

定

男

大

森

多

喜

大

谷

喜

正

小

JII 

四

郎

宇

治

田

良

市

岩

田

久

雄

伊

藤

信

小

井

道

天

春

文

青

山

峯

日
程
第
一
〇

日
程
第
一
―

日
程
第
―
二

日
程
第
一
三

日
程
第
一
四

日
程
第
一
五

報
告
第

六
号
専
決
処
分
に
つ
い
て

報

告

第

五

号

専

決

処

分

に

つ

い

て

報

告

第

四

号

専

決

処

分

に

つ

い

て

議
案
第
五
七
号

監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

選
挙
第

夫 雄

六
号
北
勢
公
設
地
方
卸
売
市
場
組
合
議
会
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て

日

程

第

九

選

挙

第

五

号

四

日

市

港

管

理

組

合

議

会

議

員

の

選

挙

に

つ

い

て

日
程
第
八
選
挙
第
四
号
四
日
市
、
菰
野
、
川
越
、
朝
日
地
区
衛
生
組
合
議
会
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て

日

程

第

七

選

挙

第

三

号

一
洒
伝
染
病
隔
離
病
舎
組
合
議
会
議
員
の
補
欠
選
挙
に
つ
い
て

日
程
第

1 -

/‘ 
発
議
第

二
号
四
日
市
市
議
会
常
任
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

日

程

第

五

選

挙

第

二
号
四
日
市
市
議
会
副
議
長
の
選
挙
に
つ
い
て

日

程

第

四

選

挙

第

一
号
四
日
市
市
議
会
議
長
の
選
挙
に
つ
い
て

日
程
第

会
期
の
決
定
に
つ
い
て

日
程
第

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
に
つ
い
て

日
程
第

議
席
の
指
定
に
つ
い
て

0
本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件

男
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〇
欠
席
議
員
(
-
名
）

0
議
事
説
明
の
た
め
出
席
し
た
者

総

務

部

長

阿

南

輝

彦

市

長

公

室

長

輪

喜

代

司

収

入

役

庄

司

良

助

役

加

藤

寛

嗣

市

長

岩

野

見

斉

高

橋

力

山

本

勝

山

中

忠

山

路

剛

山

ロ

信

生

森

安

吉

松

島

良

増

山

英

前

}II 

辰

男

堀

新

兵

衛

古

市

元

福

田

香

史

平

野

行

信

長

谷

川

鐸

元

橋

本

増

蔵

野

呂

乎

和

野

崎

貞

芳

生

JII 

平

蔵

中

村

信

夫

出

井

博

坪

井

妙

子

田

中

基

介

高

木

勲

高

井

夫

坂

口

正

次

後

藤

長

六

後

藤

寛

4 ヽ

林

喜

次 夫
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本
日
の
議
事
に
つ
い
て
は
、

0
臨
時
議
長
（
山
口
信
生
君
）

議
席
は
、
会
議
規
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

日
程
第
二

日
程
第
一

1

-

0
臨
時
議
長
（
山
口
信
生
君
）

た
だ
い
ま
ご
着
席
の
議
席
を
指
定
い
た
し
ま
す
。

0
臨
時
議
長
（
山
口
信
生
君
）
日
程
第
二
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
行
い
ま
す
。

会
議
録
署
名
議
員
は
、
会
議
規
則
第
七
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
天
春
文
雄
君
及
び
小
林
博
次
君
を
指
名
い
た
し
ま
す
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
今
期
臨
時
会
の
会
期
は
、
本
日
一
日
間
と
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

次
に
、

日
程
第
三
、
会
期
の
決
定
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

会
期
の
決
定
に
つ
い
て

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
に
つ
い
て

日
程
第
一
、
議
席
の
指
定
を
行
い
ま
す
。

日
程
第
一
議
席
の
指
定
に
つ
い
て

〔
事
務
局
長
（
菊
地
英
也
君
）
議
場
中
央
に
進
む
〕

0
事
務
局
長
（
菊
地
英
也
君
）

一
般
選
挙
後
、
最
初
の
議
会
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
議
長
が
選
挙
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
地
方
自
治
法
第
百
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
年
長

議
員
が
臨
時
に
議
長
の
職
務
を
行
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
出
席
議
員
中
、
山
口
信
生
議
員
が
年
長
の
議
員
で
ご
ざ
い

ま
す
。
ご
紹
介
申
し
上
げ
ま
す
。

〔
臨
時
議
長
（
山
口
信
生
君
）
着
席
〕

0
臨
時
議
長
（
山
口
信
生
君
）

0
臨
時
議
長
（
山
口
信
生
君
）

た
だ
い
ま
か
ら
、
昭
和
五
十
年
五
月
、
四
日
市
市
議
会
臨
時
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。

お
手
元
に
配
布
の
議
事
日
程
に
よ
り
と
り
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
数
は
、
四
十
二
名
で
あ
り
ま
す
。

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

地
方
自
治
法
第
百
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
臨
時
に
議
長
の
職
務
を
行
い
ま
す
。

山
口
信
生
で
ご
ざ
い
ま
す
。

（
拍
手
）

大
変
お
待
た
せ
い
た
し
ま
し
た
。

午
前
十
時
二
十
分
開
会

主

事

西

ロ

徹

主

事

山

ロ

克

彦

議

事

係

長

板

崎

大

之

丞

議

事

課

長

JI l 

村

得

0
出
席
事
務
局
職
員

事

務

局

長

税

務

部

長

菊 杉

地 本

英 治

也 芳
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山

口

信

生

四

十

票

有
効
投
票

そ
の
う
ち
、

有
効
投
票
中

四
十
二
票

こ
れ
は
先
ほ
ど
の
出
席
議
員
数
に
符
合
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

投
票
総
数
四
十
二
票

0
臨
時
議
長
（
山
口
信
生
君
）

選
挙
の
結
果
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

〔
開

票
〕

金
森

0
臨
時
議
長
（
山
口
信
生
君
）

議
場
の
閉
鎖
を
解
き
ま
す
。

投
票
を
終
了
い
た
し
ま
す
。

0
臨
時
諾
長
（
山
口
信
生
君
）

投
票
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

投
票
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔

投

票

〕

そ
れ
で
は
、
順
次
投
票
を
願
い
ま
す
。

投
票
用
紙
を
配
布
い
た
さ
せ
ま
す
。

日
程
第
四

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
数
は
、

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
臨
時
議
長
（
山
口
信
生
君
）

選
挙
第
一
号

0
臨
時
議
長
（
山
口
信
生
君
）

議
場
の
閉
鎖
を
命
じ
ま
す
。

〔
議
場
閉
鎖
〕

0
臨
時
議
長
（
山
口
信
生
君
）

〔
投
票
用
紙
配
布
〕

0
臨
時
議
長
（
山
口
信
生
君
）

0
臨
時
議
長
（
山
口
信
生
君
）

投
票
箱
を
改
め
さ
せ
ま
す
。

〔
投
票
箱
点
検
〕

0
臨
時
議
長
（
山
口
信
生
君
）

念
の
た
め
申
し
上
げ
ま
す
。

0
臨
時
議
長
（
山
口
信
生
君
）

〔
議
場
開
鎖
〕

四
十
二
名
で
あ
り
ま
す
。

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
今
期
臨
時
会
の
会
期
は
、
本
日
一
日
間
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

次
に
、

四
日
市
市
議
会
議
長
の
選
挙
に
つ
い
て

日
程
第
四
、
選
挙
第
一
号
、
四
日
市
市
議
会
議
長
の
選
挙
を
行
い
ま
す
。

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

投
票
用
紙
の
配
布
涌
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

配
布
涌
れ
な
し
と
認
め
ま
す
し

異
状
な
し
と
認
め
ま
す
。

投
票
は
単
記
無
記
名
で
あ
り
ま
す
。
投
票
用
紙
に
被
選
挙
人
の
氏
名
を
一
名
記
入
願
い
ま
す
C

開
票
を
行
い
ま
す
。
会
議
規
則
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
立
会
人
に
堀

正
君
を
指
名
い
た
し
ま
す
。
両
君
の
立
ち
会
い
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

新
兵
衛
君
及
び

-9-
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r そ
れ
で
は
、
順
次
投
票
を
願
い
ま
す
。

〔
投

票
〕

＾ 
投
票
用
紙
を
配
布
い
た
さ
せ
ま
す
。

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
数
は
、

四
十
二
名
で
あ
り
ま
す
。

喜
多
野
等
君

以
上
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
選
挙
の
法
定
得
票
数
は
十
一
票
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
山
口
信
生
が
四
日
市
市
議
会
議
長
に
当
選
い
た
し
ま
し
た
。

〔
議
長
（
山
口
信
生
君
）
議
場
中
央
に
進
む
〕

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

た
だ
い
ま
は
、

ま
に
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

四
日
市
の
市
政
も
、
財
政
面
―
つ
取
り
上
げ
て
も
、
前
途
多
難
な
と
き
で
ご
ざ
い
ま
す
。
市
政
の
上
に
お
い
て
も
、
市
の
理
事
者
と
議

会
と
、
立
場
は
異
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
何
と
い
た
し
ま
し
て
も
一
丸
と
な
っ
て
、

ど
う
か
皆
さ
ん
、
ご
支
持
と
ご
協
力
の
ほ
ど
を
皆
さ
ん
に
重
ね
て
お
願
い
い
た
し
ま
し
て
、
私
の
就
任
の
あ
い
さ
つ
に
か
え
さ
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

〔
議
長
（
山
口
信
生
君
）
着
席
）

選
挙
第
二
号

〇
譜
長
（
山
口
信
生
君
）

議
場
の
閉
鎖
を
命
じ
ま
す
。

〔
議
場
閉
鎖
〕

日
程
第
五

四
日
市
市
議
会
副
議
長
の
選
挙
に
つ
い
て

（
拍
手
）

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

私
は
こ
れ
に
こ
た
え
て
い
き
た
い
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

は
か
ら
ず
も
議
長
と
い
う
大
任
を
任
命
し
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
光
栄
こ
れ
に
過
ぎ
る
も
の
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
皆
さ

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

〔
投
票
用
紙
配
布
〕

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

〔
投
票
箱
点
検
〕

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

次
に
、

日
程
第
五
、
選
挙
第
二
号
、

四
日
市
市
議
会
副
議
長
の
選
挙
を
行
い
ま
す
。

投
票
用
紙
の
配
布
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

配
布
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。

投
票
箱
を
改
め
さ
せ
ま
す
。

異
状
な
し
と
認
め
ま
す
。

念
の
た
め
申
し
上
げ
ま
す
。

投
票
は
単
記
無
記
名
で
あ
り
ま
す
。
投
票
用
紙
に
被
選
挙
人
の
氏
名
を
一
名
記
入
願
い
ま
す
。

投
票
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
o.

「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

四
日
市
市
勢
の
発
展
の
た
め
に
全
力
を
投
入
し
て
、

一
言
就
任
の
ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

小
井
道
夫
君

一
票

一
票
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〔
副
議
長
（
喜
多
野

今
後
と
も
、

高
井
三
夫
君

小
井
道
夫
君

坪
井
妙
子
君

増
山
英
一
君

森

安

吉

君

山

路

剛

君

中
村
信
夫
君

平
野
行
信
君

堀

新

兵

衛

君

小
林
博
次
君

以
上
の
十
一
人
を
総
務
委
員
会
委
員
に
、

前
川
辰
男
君

山
口
信
生

＝
天
春
文
雄
君

ま
す
。

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

日
程
第
六

発
議
第
二
号
四
日
市
市
議
会
常
任
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

（
拍
手
）

副
議
長
に
ご
選
任
い
た
だ
き
ま
し
た
喜
多
野
で
ご
ざ
い
ま
す
。

今
後
と
も
議
会
運
営
及
び
多
端
な
る
四
日
市
の
議
会
の
将
来
に
お
き
ま
し
て
、

よ
ろ
し
く
ご
指
導
ご
鞭
撻
の
ほ
ど
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

次
に
、
日
程
第
六
、
発
議
第
二
号
、
四
日
市
市
議
会
常
任
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し

岩
田
久
雄
君

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
委
員
会
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、

大
谷
喜
正
君

田
中
基
介
君

伊
藤
信
一
君

野
崎
貞
芳
君

山
中
忠
一
君

加
藤
定
男
君

古
市
元
市
君

坂
口
正
次
君

い
と
思
い
ま
す
。

議
長
を
補
佐
し
、

〇
副
議
長
（
喜
多
野
等
君
）

等
君
）
議
場
中
央
に
進
む
〕

喜
多
野
君
、
ご
あ
い
さ
つ
を
願
い
ま
す
。

こ
の
選
挙
の
法
定
得
票
数
は
十
一
票
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
喜
多
野

以
上
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

小
井
道
夫
君

一
票

四
十
一
票

そ
の
う
ち
、

有
効
投
票
中

喜
多
野
等
君

有
効
投
票

四
十
二
票

こ
れ
は
先
ほ
ど
の
出
席
議
員
数
に
符
合
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

0
犠
長
（
山
口
信
生
君
）

投
票
総
数
四
十
二
票

選
挙
の
結
果
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

〔

開

票

〕

信
君
を
指
名
い
た
し
ま
す
。
両
君
の
立
ち
会
い
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

議
場
の
閉
鎖
を
解
き
ま
す
。

〔
議
場
開
鎖
〕

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

投
票
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。

一
生
懸
命
努
力
を
い
た
し
て
い
き
た

開
票
を
行
い
ま
す
。
会
議
規
則
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
立
会
人
に
後
藤
長
六
君
及
び
平
野
行

投
票
を
終
了
い
た
し
ま
す
。

等
君
が
四
日
市
市
議
会
躙
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

-13- -12-



以
上
の
十
一
人
を
教
育
民
生
委
員
会
委
員
に
、

橋
本
増
蔵
君

以
上
の
十
一
人
を
産
業
公
営
企
業
委
員
会
委
員
に
、

青
山
峯
男
君

喜
多
野
等
君

以
上
、
十
一
人
を
建
設
委
員
会
委
員
に
、

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

委
員
会
委
員
に
選
任
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

休
憩
中
に
各
常
任
委
員
会
を
開
会
し
て
い
た
だ
き
、
正
副
委
員
長
の
互
選
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

午
前
十
時
五
十
一
分
休
憩

休
憩
中
に
各
常
任
委
員
会
に
お
い
て
正
副
委
員
長
の
互
選
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
そ
の
結
果
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

教

育

民

生

委

員

会

以
上
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

選
挙
第
三
号

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
選
挙
の
方
法
は
指
名
推
選
に
よ
る
こ
と
と
し
、
指
名
の
方
法
は
議
長
に
お
い
て
指
名
す
る
こ
と
に
い
た
し
た

岩
田
久
雄
君
、

野
崎
貞
芳
君
、

高

橋

力

三

君

松

島

良

一

君

宇
治
田
良
市
君

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

次
に
、

日
程
第
七
、
選
挙
第
三
号
、
三
洒
伝
染
病
隔
離
病
舎
組
合
議
会
議
員
の
補
欠
選
挙
を
行
い
ま
す
。

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
選
挙
の
方
法
は
指
名
推
選
に
よ
る
こ
と
と
し
、
指
名
の
方
法
は
議
長

加
膝
定
男
君
、

古
市
元
一
君

一
洒
伝
染
病
隔
離
病
舎
組
合
議
会
議
員
に
、

に
お
い
て
指
名
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

日
程
第
七

一
洒
伝
染
病
隔
離
病
舎
組
合
議
会
議
員
の
補
欠
選
挙
に
つ
い
て

建

設

委

員

会

委

員

長

長

谷

川

鐸

元

君

、

副

委

員

長

粉

川

茂

君

産
業
公
営
企
業
委
員
会

委
員
長

小
川
四
郎
君
、

副
委
員
長

委
員
長

副
委
員
長

総

務

委

員

会

委
員
長

大
森
多
喜
三
君

福

田

香

史

君

そ
れ
ぞ
れ
指
名
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

岩
田
久
雄
君
、

伊
藤
信
一

君
、

田
中
基
介
君

後

藤

寛

次

君

副
委
員
長

高

井

三

夫

君

小

林

博

次

君

〇
譲
長
（
山
口
信
生
君
）

休
憩
前
に
引
き
続
き
、
会
議
を
開
き
ま
す
。

暫
時
、
休
憩
い
た
し
ま
す
。

た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
以
上
の
諸
君
を
、

午

後

一

時

九

分

再

開

出

井

博

君

長
谷
川
鐸
元
君

訓

覇

也

男

君

粉

川

茂

君

後

藤

長

六

君

山

本

勝

君

高

木

勲

君

生

川

平

蔵

君

小
川
四
郎
君

金

森

正

君

小

林

喜

夫

君

川

口

洋

二

君

後

藤

寛

次

君

野

呂

平

和

君

そ
れ
ぞ
れ
の
常
任
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い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

日
程
第
九

四
日
市
港
管
理
組
合
議
会
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て

を
指
名
い
た
し
ま
す
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
諸
君
を
一
―
―
洒
伝
染
病
隔
離
病
舎
組
合
議
会
議
員
の
当
選
人
と
定
め
る
こ
と
に

ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

岩
田
久
雄
君
、

野
崎
貞
芳
君
、

が
一
＿
＿
洒
伝
染
病
隔
離
病
舎
組
合
議
会
議
員
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

選
挙
第
四
号

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
選
挙
の
方
法
は
指
名
推
選
に
よ
る
こ
と
と
し
、
指
名
の
方
法
は
議
長
に
お
い
て
指
名
す
る
こ
と
に
い
た
し
た

「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

天
春
文
雄
君
、

田
中
甚
介
君
、

山
中
忠
一
君

天
春
文
雄
君
、

田
中
基
介
君
、

山
中
忠
一
君

四
日
市
、
菰
野
、
川
越
、
朝
日
地
区
衛
生
組
合
議
会
議
員
に
、

に
お
い
て
指
名
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

r 
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

い
ま
す
。

日
程
第
八

を
指
名
い
た
し
ま
す
。

四
日
市
、
菰
野
、
川
越
、
朝
日
地
区
衛
生
組
合
議
会
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

加
藤
定
男
君
、

古
市
元
一
君

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

次
に
、

日
程
第
八
、
選
挙
第
四
号
、
四
日
市
、
菰
野
、
川
越
、
朝
日
地
区
衛
生
組
合
議
会
議
員
の
選
挙
を
行

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
選
挙
の
方
法
は
指
名
推
選
に
よ
る
こ
と
と
し
、
指
名
の
方
法
は
議
長

大
谷
喜
正
君
、

野
崎
貞
芳
君
、

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
諸
君
を
、
四
日
市
、
菰
野
、
川
越
、
朝
日
地
区
衛
生
組
合
議
会
議
員
の
当
選

人
と
定
め
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

大
谷
喜
正
君
、

野
崎
貞
芳
君
、

が
、
四
日
市
、
菰
野
、
川
越
、
朝
日
地
区
衛
生
組
合
議
会
議
員
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

選
挙
第
五
号

次
に
、

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

田
中
基
介
君

高
井
三
夫
君

古
市
元
一
君

高
井
三
夫
君

古
市
元
一
君

日
程
第
九
、
選
挙
第
五
号
、

四
日
市
港
管
理
組
合
議
会
議
員
の
選
挙
を
行
い
ま
す
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
選
挙
の
方
法
は
指
名
推
選
に
よ
る
こ
と
と
し
、
指
名
の
方
法
は
議
長
に
お
い
て
指
名
す
る
こ
と
に
い
た
し
た

-16 -
-17-



お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
本
市
議
会
に
、

す。 〇
譜
長
（
山
口
信
生
君
）

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
選
挙
の
方
法
は
指
名
推
選
に
よ
る
こ
と
と
し
、
指
名
の
方
法
は
議
長
に
お
い
て
指
名
す
る
こ
と
に
い
た
し
た

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

橋
本
増
蔵
君
、

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
諸
君
を
北
勢
公
設
地
方
卸
売
市
場
組
合
議
会
議
員
の
当
選
人
と
定
め
る
こ
と

橋
本
増
蔵
君
、

日
程
第
十
一

次
に
、

日
程
第
十
一
、
発
議
第
三
号
、

四
日
市
市
議
会
特
別
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま

公
害
並
び
に
災
害
の
防
止
に
関
す
る
調
査
研
究
の
た
め
十
一
人
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
公
災
害
対
策
特
別
委
員
会

-
河
川
災
害
等
の
防
止
に
関
す
る
調
査
研
究
の
た
め
十
一
人
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
災
害
対
策
特
別
委
員
会

発
議
第
三
号
四
日
市
市
議
会
特
別
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

が
北
勢
公
設
地
方
卸
売
市
場
組
合
議
会
議
員
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

山

本

勝

君

金
森
正
君
、

後
藤
寛
次
君
、

生
川
平
蔵
君

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

を
指
名
い
た
し
ま
す
。

山

本

勝

君

金
森
正
君
、

生
川
平
蔵
君

北
勢
公
設
地
方
卸
売
市
場
組
合
議
会
議
員
に
、

に
お
い
て
指
名
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

次
に
、

日
程
第
十
、
選
挙
第
六
号
、
北
勢
公
設
地
方
卸
売
市
場
組
合
議
会
議
員
の
選
挙
を
行
い
ま
す
。

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
選
挙
の
方
法
は
指
名
推
選
に
よ
る
こ
と
と
し
、
指
名
の
方
法
は
議
長

後
藤
寛
次
君
、

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

日
程
第
十
選
挙
第
六
号
北
労
公
設
地
方
卸
売
市
場
組
合
議
会
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て

が
、
四
日
市
港
管
理
組
合
議
会
議
員
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

〇
讃
長
（
山
口
信
生
君
）

あ
り
ま
せ
ん
か
。

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
選
挙
の
方
法
は
指
名
推
選
に
よ
る
こ
と
と
し
、
指
名
の
方
法
は
議
長

四
日
市
港
管
理
組
合
議
会
議
員
に
、
天
春
文
雄
君
、
加
藤
定
男
君
、
野
崎
貞
芳
君
、
山
中
忠
一
君

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
諸
君
を
四
日
市
港
管
理
組
合
議
会
議
員
の
当
選
人
と
定
め
る
こ
と
に
ご
異
議

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

〇
隊
長
（
山
口
信
生
君
）

天
春
文
雄
君
、

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

加
藤
定
男
君
、

を
指
名
い
た
し
ま
す
。

に
お
い
て
指
名
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

野
綺
貞
芳
君
、

山
中
忠
一
君
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十
億
の
非
課
税
、

四
日
市
の
財
源
に
と
っ
て
、
財
政
に
と
っ
て
、

の
ど
か
ら
手
が
出
る
ほ
ど
欲
し
い
貴
重
な
財
源
だ
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ

北
部
丘
陵
地
の
土
取
り
に
伴
う
諸
問
題
の
調
査
研
究
の
た
め
十
一
人
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
北
部
対
策
特
別
委
員
会

交
通
規
制
並
び
に
近
鉄
高
架
及
び
近
鉄
八
王
子
線
に
関
す
る
調
査
研
究
の
た
め
十
一
人
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
交
通
対
策
特
別
委

以
上
の
特
別
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
ら
の
特
別
委
員
会
に
あ
っ
て
は
、
議
会
の
閉
会
中
も
付
託
事
件
に
つ
い
て
調
査
研

究
が
で
き
る
も
の
と
し
、

か
つ
本
調
査
研
究
が
終
了
す
る
ま
で
委
員
会
は
存
続
す
る
こ
と
に
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議

い
ま
議
長
か
ら
お
は
か
り
に
な
っ
て
お
り
ま
す
特
別
委
員
会
の
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
私
は
、
十
二
日
に
各
派
代
表

者
の
皆
さ
ま
方
に
、

五
十
年
度
特
別
委
員
会
の
設
置
に
つ
き
ま
し
て
は
、
少
な
く
と
も
今
日
の
地
方
財
政
の
危
機
と
四
日
市
の
市
の
財
政

の
危
機
と
か
か
わ
り
ま
し
て
、
財
源
対
策
特
別
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
、

そ
れ
か
ら
公
災
害
対
策
特
別
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
、
精

神
障
害
者
の
問
題
を
含
め
ま
し
て
心
身
障
害
者
対
策
特
別
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
、
こ
の
心
身
障
害
者
対
策
特
別
委
員
会
の
問
題
に
つ

き
ま
し
て
は
、
私
ど
も
先
般
行
わ
れ
ま
し
た
選
挙
を
通
し
て
、
四
日
市
の
こ
う
し
た
心
身
障
害
者
対
策
が
い
か
に
お
く
れ
て
い
る
か
、
津

や
そ
の
ほ
か
県
下
の
四
日
市
の
財
政
力
と
比
較
し
て
も
、
決
し
て
四
日
市
よ
り
は
悪
い
、

を
見
ま
し
て
も
、
き
わ
め
て
お
く
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
ど
う
し
て
も
、
今
日
福
祉
時
代
と
言
わ
れ
る
な
ら
ば
光
を
当
て
な
き
や

な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
点
で
強
く
そ
の
設
置
を
望
む
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
し
、

設
置
を
も
望
む
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
市
民
医
療
対
策
特
別
委
員
会
は
、
市
立
病
院
問
題
の
建
設
、
こ
の
課
題
も
含
め
ま
し
て
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
ご
提
案
申
し
上
げ
て
き
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
公
災
害
対
策
特
別
委
員
会
の
問
題
以
外
は

認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
、
非
常
に
残
念
に
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

い
ま
議
長
が
お
は
か
り
に
な
っ
て
お
り
ま
す
特
別
委
員
会
も
、
大
変
重
要
な
特
別
委
員
会
だ
と
考
え
ま
す
が
、
同
時
に
、
い
ま
私
が
提

ィ

ー

1

1

,

1

|

J

,

1

,

1

起
し
ま
し
た
財
源
対
策
特
別
委
員
会
、
心
身
障
害
者
対
策
特
別
委
員
会
、
あ
る
い
は
市
民
医
療
対
策
特
別
委
員
会
、
こ
う
し
た
点
の
設
置

に
つ
い
て
も
、

さ
ら
に
ご
検
討
を
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

財
源
対
策
の
問
題
で
は
、
国
の
税
財
政
制
度
の
問
題
、

そ
れ
か
ら
い
ま
ー
つ
市
民
医
療
対
策
特
別
委
員
会
、
こ
の

あ
る
い
は
ま
た
市
の
財
政
の
中
の
一
層
の
民
主
化
と
い
う
問
題
と
含
め
て
取
り

組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
、
今
日
の
市
財
政
の
危
機
と
か
か
わ
っ
て
大
変
重
要
だ
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

た
と
え
ば
電
気
税
の
問
題
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
四
日
市
は
、
恐
ら
く
四
十
九
年
度
非
課
税
は
十
億
円
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
こ
う
し
た
問
題
を
ど
う
し
て
も
非
課
税
を
撤
廃
さ
せ
て
い
か
な
き
や
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
は
、

品
目
の
縮
小
と
い
う
こ
と
で
一
定
の
成
果
を
見
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
肝
心
の
四
日
市
と
関
係
の
深
い
ェ
チ
レ
ン
な
ん
か
に
つ
い
て
は

外
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
幸
い
三
月
二
十
日
に
私
ど
も
の
神
谷
と
い
う
参
議
院
議
員
が
、
三
木
総
理
、

す
で
に
五
十
年
度
に
一
部
非
課
税

そ
し
て
自
治
大
臣
、
こ
う
し
た
と
こ

へ
の
追
及
の
中
で
、
こ
れ
を
思
い
切
っ
て
撤
廃
す
る
方
へ
踏
み
切
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
ふ
う
な
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
お
り
ま
す
。
し

か
し
、
こ
れ
ま
で
も
そ
う
い
う
方
向
は
一
応
自
治
省
等
で
出
な
が
ら
通
産
等
の
反
対
で
つ
ぶ
さ
れ
て
き
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら

四
日
市
の
実
情
か
ら
見
ま
し
て
も
、
こ
の
問
題
な
ん
か
で
市
議
会
と
し
て
も
強
力
に
ひ
と
つ
運
動
を
し
て
い
か
な
き
や
な
ら
な
い
。
年
間

い
ま
す
。
こ
う
い
う
対
策
の
問
題
、
港
湾
の
管
理
組
合
の
負
担
の
問
題
等
、
市
財
政
の
民
主
化
の
問
題
、
こ
う
し
た
点
で
も
、
ぜ
ひ
と
も

財
源
対
策
特
別
委
員
会
は
考
え
ら
れ
な
け
り
や
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

休
日
診
療
所
が
い
つ
設
け
ら
れ
る
の
か
、

市
民
医
療
対
策
の
面
に
つ
き
ま
し
て
も
、
津
や
松
阪
が
す
で
に
休
日
診
療
所
を
発
足
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
四
日
市
は
い
ま
だ
に

め
ど
も
つ
い
て
お
り
ま
せ
ん
。
市
立
病
院
の
建
設
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
前
二
年
度
に
わ
た
る

い
い
と
は
言
え
な
い
と
こ
ろ
の
そ
う
し
た
施
策

0
小
井
道
夫
君

〔
小
井
道
夫
君
登
壇
〕

小
井
君
゜

あ
り
ま
せ
ん
か
。

員
会
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小
川
四
郎
君
、

山
口
信
生

山

路

剛

君

出
井
博
君
、

堀

新

兵

衛

君

以
上
の
十
一
人
を
北
部
対
策
特
別
委
員
会
委
員
に
、

長
谷
川
鐸
元
君
、

森

安

吉

君

生
川
平
蔵
君
、

高
橋
力
三
君
、

野
呂
平
和
君
、

以
上
の
十
一
人
を
公
災
害
対
策
特
別
委
員
会
委
員
に
、

田
中
基
介
君
、

天
春
文
雄
君
、

後
藤
寛
次
君
、

松
島
良
一
君
、

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

増
山
英
一
君
、

伊
藤
信
一
君
、

中
村
信
夫
君
、

以
上
の
十
一
人
を
災
害
対
策
特
別
委
員
会
委
員
に
、

訓
覇
也
男
君
、

野
綺
貞
芳
君
、

古
市
元
一
君
、

大
谷
喜
正
君
、

坂
口
正
次
君
、

以
上
の
十
一
人
を
交
通
対
策
特
別
委
員
会
委
員
に
、

そ
れ
ぞ
れ
指
名
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

加
藤
定
男
君
、

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
以
上
の
諸
君
を
、

委
員
会
の
委
員
に
選
任
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。 山

本
勝
君
、

青
山
峯
男
君
、

喜
多
野
等
君
、

粉
川
茂
君
、

前
川
辰
男
君
、

後
藤
長
六
君
、

小
林
喜
夫
君
、

りヽ

小
林
博
次
君

高

木

勲

君

川
口
洋
二
君

金

森

正

君

特
別
委
員
会
を
設
置
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
結
局
ど
ん
な
病
院
に
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
論
議
し
な
い
ま
ま
終

わ
っ
て
お
り
ま
す
。
議
会
と
し
て
は
、
こ
の
病
院
建
設
の
中
身
を
ど
う
す
る
の
か
。
市
民
が
い
ま
一
番
命
と
健
康
に
と
っ
て
切
実
な
救
急

医
療
の
問
題
ど
う
す
る
の
か
。
そ
の
ほ
か
老
人
医
療
、
年
齢
引
き
下
げ
を
す
る
に
し
て
も
、
医
師
会
と
の
問
題
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。

市
民
の
命
と
健
康
に
か
か
わ
る
こ
う
し
た
対
策
を
、
市
議
会
と
し
て
理
事
者
の
た
だ
姿
勢
を
待
つ
だ
け
で
な
し
に
、
積
極
的
に
や
ら
な
き

や
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
選
挙
戦
を
通
し
て
き
た
中
で
の
私
の
主
張
だ
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

こ
う
い
う
点
を
ぜ
ひ
考
慮
に
入
れ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
を
要
望
い
た
し
ま
し
て
、
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
要
望
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
市
議
会
に
、

公
害
並
び
に
災
害
の
防
止
に
関
す
る
調
査
研
究
の
た
め
十
一
人
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
公
災
害
対
策
特
別
委
員
会

河
川
災
害
等
の
防
止
に
関
す
る
調
査
研
究
の
た
め
十
一
人
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
災
害
対
策
特
別
委
員
会

北
部
丘
陵
地
の
土
取
り
に
伴
う
諸
問
題
の
調
査
研
究
の
た
め
十
一
人
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
北
部
対
策
特
別
委
員
会

交
通
規
制
並
び
に
近
鉄
高
架
及
び
近
鉄
八
王
子
線
に
関
す
る
調
査
研
究
の
た
め
十
一
人
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
交
通
対
策
特
別
委

以
上
の
特
別
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
ら
の
特
別
委
員
会
に
あ
っ
て
は
、
議
会
の
閉
会
中
も
付
託
事
件
に
つ
い
て
調
査
研

究
が
で
き
る
も
の
と
し
、

か
つ
本
調
査
研
究
が
終
了
す
る
ま
で
委
員
会
は
存
続
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
設
置
さ
れ
ま
し
た
特
別
委
員
会
の
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ

小
井
道
夫
君
、

員
会

宇
治
田
良
市
君
、

大
森
多
喜
三
君
、

平
野
行
信
君
、

山
中
忠
一
君

岩
田
久
雄
君
、

高
井
三
夫
君
、

福
田
香
史
君

坪
井
妙
子
君

橋
本
増
蔵
君

そ
れ
ぞ
れ
の
特
別
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こ
れ
よ
り
、
本
件
を
採
決
い
た
し
ま
す
。

ヽ

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

r 
0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

別
段
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
の
で
、
質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。

r 0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

休
憩
中
に
各
特
別
委
員
会
を
開
会
し
て
い
た
だ
き
、
正
副
委
員
長
の
互
選
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

〇
讃
長
（
山
口
信
生
君
）

休
憩
中
に
各
特
別
委
員
会
に
お
い
て
正
副
委
員
長
の
互
選
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
そ
の
結
果
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

公
災
害
対
策
特
別
委
員
会

以
上
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

出
席
を
要
求
い
た
し
ま
し
た
議
事
説
明
者
の
氏
名
は
、

日
程
第
十
二

議
案
第
五
十
七
号

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

〔
坪
井
妙
子
君
退
席
〕

0
市
長
（
岩
野
見
斉
君
）

次
に
、

本
件
は
、
坪
井
妙
子
君
の
一
身
上
に
関
す
る
事
件
で
あ
り
ま
す
の
で
、
同
君
の
退
席
を
求
め
ま
す
。

〔
市
長
（
岩
野
見
斉
君
）
登
壇
〕

た
だ
い
ま
ご
上
程
の
議
案
は
、
議
会
議
員
の
う
ち
か
ら
選
任
す
る
監
査
委
員
と
し
て
、
坪
井

「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
本
件
に
つ
い
て
は
委
員
会
の
付
託
を
省
略
し
、
直
ち
に
採
決
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ

り
ま
せ
ん
か
。

「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

と
に
決
し
ま
し
た
。

天
春
文
雄
君

お
手
元
に
配
布
の
議
事
説
明
者
要
求
書
写
し
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

日
程
第
十
二
、
議
案
第
五
十
七
号
、
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
に
つ
い
て
は
委
員
会
の
付
託
を
省
略
し
、
直
ち
に
採
決
す
る
こ

本
件
は
、
こ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

ご
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
発
言
願
い
ま
す
。

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

提
案
理
由
の
説
明
は
、

お
聞
き
及
び
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

任
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
、
ご
同
意
を
お
願
い
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

市
長
。

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。

監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

こ
の
際
、
報
告
い
た
し
ま
す
。

北

部

対

策

特

別

委

員

会

委

員

長

交

通

対

策

特

別

委

員

会

委

員

長

松
島
良
一
君

橋
本
増
蔵
君

副
委
員
長

副

委

員

長

出

井

博

君

災
害
対
策
特
別
委
員
会

委

員

長

山

本

勝

君

副

委

員

長

委
員
長

小
林
喜
夫
君

副
委
員
長

福
田
香
史
君

青
山
峯
男
君

休
憩
前
に
引
き
続
き
、
会
議
を
開
き
ま
す
。

午
後
二
時
十
五
分
再
開

午
後
一
時
三
十
六
分
休
憩

暫
時
、
休
憩
い
た
し
ま
す
。

妙
氏
を
ご
選
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〔
市
長
（
岩
野
見
斉
君
）
登
壇
〕

0
市
長
（
岩
野
見
斉
君
）

去
る
三
月
―
―
-
+
―
日
公
布
さ
れ
ま
し
た
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
法
人
市
民
税
に
つ
い
て
は
、
徴
収
猶
予
及
び
納
期
延
長
の
場
合

e--」
-
―
だ
金
の
率
の
引
き
上
げ
、
個
人
の
市
民
税
に
つ
い
て
は
、
譲
渡
所
得
に
係
る
課
税
の
特
例
の
期
限
延
長
及
び
高
額
譲
渡
所
得
に
対
す

-gm、
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
軽
減
措
置
の
期
限
延
長
並
び
に
ガ
ス
税
の
税
率
の
引
き
下
げ
等
に
つ
い
て

市
長
。

す。
日
程
第
十
六

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
は
こ
れ
を
承
認
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

議
案
第
五
十
八
号

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

次
に
、

提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。

日
程
第
十
六
、
議
案
第
五
十
八
号
、

た
だ
い
ま
ご
上
程
の
議
案
第
五
十
八
号
は
、
本
市
税
条
例
の
一
部
改
正
案
で
あ
り
ま
し
て
、
今
回
の
改
正
は
、

四
日
市
市
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

r-、 日
程
第
十
三

日
程
第
十
五

〇
譜
長
（
山
口
信
生
君
）

提
出
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。

〔
市
長
（
岩
野
見
斉
君
）
登
壇
〕

0
市
長
（
岩
野
見
斉
君
）

報
告
第
四
号
は
、
去
る
一
＿
一
月
三
十
一
日
付
公
布
、
翌
四
月
一
日
施
行
せ
ら
れ
ま
し
た
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
基
づ
き
、

入
湯
税
の
税
率
改
正
に
つ
い
て
、
市
税
条
例
の
一
部
改
正
を
専
決
処
分
に
よ
り
行
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

報
告
第
五
号
及
び
報
告
第
六
号
は
、

日
本
住
宅
公
団
事
業
と
し
て
建
設
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
市
立
笹
川
西
小
学
校
及
び
市
立
笹
川

東
小
学
校
の
校
舎
及
び
屋
内
運
動
場
が
完
成
し
、
同
公
団
か
ら
の
譲
り
受
け
価
額
が
確
定
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
譲
り
受
け
契
約
を
専
決

処
分
に
よ
り
行
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

よ
ろ
し
く
ご
審
議
い
た
だ
き
、
ご
承
認
賜
わ
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

次
に
、

日
程
第
十
一
―
-
、
報
告
第
四
号
、
専
決
処
分
に
つ
い
て
、

提
出
理
由
の
説
明
は
、

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
本
件
は
こ
れ
を
承
認
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

四
日
市
市
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま

別
段
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
の
で
、
質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。

＾ 
ご
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
発
言
願
い
ま
す
。

お
聞
き
及
び
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

た
だ
い
ま
ご
上
程
の
各
報
告
に
つ
い
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

市
長
。

処
分
に
つ
い
て
の
三
件
を
一
括
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

報
告
第
四
号

報
告
第
六
号

専
決
処
分
に
つ
い
て

「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

〇
諧
長
（
山
口
信
生
君
）

〔
坪
井
妙
子
君
着
席
〕

r 

専
決
処
分
に
つ
い
て
、

な
い
し

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
は
こ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

な
い
し
日
程
第
十
五
、
報
告
第
六
号
、
専
決
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署

名

議

員

署

名

議

員

四
日
市
市
議
会
臨
時
議
長

四

日

市

市

議

会

議

長

年
五
月
、
四
日
市
市
議
会
臨
時
会
を
閉
会
い
た
し
ま
す
。

所
要
の
改
正
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

よ
ろ
し
く
ご
審
議
い
た
だ
き
、
ご
決
議
賜
わ
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

提
案
理
由
の
説
明
は
お
聞
き
及
び
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

あ
り
ま
せ
ん
か
。

「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

と
に
決
し
ま
し
た
。

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

lJ ヽ 天 山

林 春 ロ

博 文 信

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
本
件
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
の
付
託
を
省
略
し
、
直
ち
に
採
決
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
に
つ
い
て
は
委
員
会
の
付
託
を
省
略
し
、
直
ち
に
採
決
す
る
こ

「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
は
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
今
期
臨
時
会
の
日
程
は
全
部
終
了
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
会
議
を
閉
じ
、
昭
和
五
十

右
、
地
方
自
治
法
第
百
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
署
名
す
る
。

r 本
件
は
、
原
案
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

こ
れ
よ
り
、
本
件
を
採
決
い
た
し
ま
す
。

r 

別
段
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
の
で
、
質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。

r ご
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
発
言
願
い
ま
す
。

午
後
二
時
二
十
四
分
閉
会

次 雄 生
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